
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 都市計画対象道路事業の 
目的及び内容（事業特性） 
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第3章 都市計画対象道路事業の目的及び内容（事業特性） 
 

3.1 都市計画対象道路事業の目的 

一般国道 6 号の茨城県区間小美玉市内を通過する区間については、交差点が多い 2 車

線道路となっているため、慢性的な交通渋滞が発生しており、円滑な物流、茨城空港ア

クセス、救急搬送、沿道環境などに影響が生じています。さらに、渋滞に付随して、一

般国道 6 号では追突事故が発生しており、安全面への対応も必要となっています。 

また、小美玉地区は 4 車線の幹線ネットワークが形成されていないため、災害時の交

通集中により、円滑な防災活動や物資搬送の妨げになる恐れがあるため、災害時に機能

する災害に強いネットワークの確保が必要です。 

一般国道 6 号小美玉道路（仮称）では、地元検討会や地域のみなさまとのコミュニケ

ーション活動を踏まえ、11 の課題・目的・評価指標に対応する達成すべき目標として「混

雑の緩和」、「物流の効率化」、「空港アクセスの円滑化」、「安全・安心な生活空間の確保」、

「災害に強い緊急輸送道路の確保」、「救急医療施設への搬送時間の短縮」、「沿道環境の

改善」の７つの政策目標及び「環境への影響・その他」を設定し、各項目に対する課題・

原因の解決を目的とし、対策案の検討を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 計画段階評価における各課題・目的・評価指標に対応する達成すべき目標 
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3.2 都市計画対象道路事業の内容 

3.2.1 都市計画対象道路事業の種類 

一般国道の改築 

 

3.2.2 都市計画対象道路事業実施区域の位置 

 (1) 都市計画対象道路事業の区間 

起点：茨城県石岡市東大橋 

終点：茨城県小美玉市西郷地 

 

 (2) 都市計画対象道路事業実施区域の位置 

計画路線により土地の形状の変更並びに工作物の新設及び増改築がありうる範囲を「都

市計画対象道路事業実施区域」（以下、「対象事業実施区域」といいます。）とし、その位置

は、図 3-2、図 3-3 に示すとおりです。 

また、都市計画対象道路事業に係る地域特性の把握は、原則として「対象事業実施区域

及びその周囲」で行い、統計資料等の行政単位による文献調査の場合は、「対象事業実施区

域及びその周囲に含まれる石岡市、小美玉市、茨城町の 3 市町」（以下、「関係市町」とい

います。）について行いました。これらの関係市町は、表 3-1 に示すとおりです。 

 

表 3-1 関係市町 

県名 市名 

茨城県 

石 岡 市 

小美玉市 

茨 城 町 

計 3市町 
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出典：「関東地方小委員会資料」（国土交通省関東地方整備局）を一部加工 
 

図 3-2 都市計画対象道路事業の位置 
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図 3-3 都市計画対象道路事業実施区域の位置図 
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3.2.3 都市計画対象道路事業の規模 

延長：約 10km 

 

3.2.4 都市計画対象道路事業に係る道路の車線の数 

車線数：4 車線 

 

3.2.5 都市計画対象道路事業に係る道路の設計速度 

設計速度： 80km/h 

 

3.2.6 その他の都市計画対象道路事業の内容 

 (1) 都市計画対象道路事業に係る構造の概要 

道路構造は、地表式（盛土構造、切土構造）、嵩上式（橋梁構造、盛土構造）を計画して

います。 

 (2) 休憩所の設置 

本事業において、休憩所の設置の計画はありません。 
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3.3 その他の都市計画対象道路事業に関する事項 

3.3.1 都市計画対象道路事業の経緯 

一般国道 6 号は、東京都を起点とし、千葉県・茨城県・福島県を経て宮城県に至る総延

長約 360ｋｍの南北の幹線道路です。このうち、小美玉市内を通過する区間については、

交差点が多い 2 車線道路となっているため、慢性的な交通渋滞や事故が発生しており、医

療連携、防災、物流の面への対応が必要となっています。さらに、この区間は、茨城空港

へのアクセス強化も求められています。 

一般国道 6 号小美玉道路（仮称）は、小美玉市内における一般国道 6 号の利便性を向上

させるために計画されている道路で、隣接区間における整備状況を踏まえ、幹線道路ネッ

トワークの連続性を確保するため計画に着手しており、これまでに「社会資本整備審議会 

道路分科会 関東地方小委員会」（以下、「関東地方小委員会」といいます。）を 4 回、国土

交通省関東地方整備局、茨城県、石岡市、小美玉市、茨城町、有識者を構成メンバーとす

る「小美玉道路検討会」を 3 回実施し、計画段階評価の手続きを進めてきました。 

計画段階評価では、地域の現状と課題を整理するとともに、住民や企業へのアンケート

調査や、関係する地方公共団体の長からの意見、関東地方小委員会での有識者の意見等を

踏まえ、比較ルート案等を総合的に判断し、対応方針の決定を目指すとともに、ルート帯

案を検討しました。 

これまでの検討経緯を図 3-4 に、検討結果を図 3-5～図 3-7 に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 一般国道 6 号小美玉道路（仮称）の検討経緯 
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図 3-5(1) 計画段階評価における地域・道路の現状と課題の整理状況 
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図 3-5(2) 計画段階評価における地域・道路の現状と課題の整理状況 
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図 3-5(3) 計画段階評価における地域・道路の現状と課題の整理状況 
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地域とのコミュニケーション（フェーズⅠ） 

◆調査概要 

計画検討の進め方（案）及び小美玉道路に求められる機能（案）について情報提供し、計画

検討の進め方や一般国道 6 号小美玉道路（仮称）への期待・懸念について意見把握を行った。 

 

図 3-6(1)  地域とのコミュニケーション（フェーズⅠ） 
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地域とのコミュニケーション（フェーズⅠ） 

◆調査結果 

【企業ヒアリング（アンケート）の実施結果】 

○回答団体数は合計 37 件。国道 6号の現道に関する課題のうち、「走行速度の低下」に関し
て約 9 割が「そう思う」、「ややそう思う」という意見であった。 

○整備の重要性について、約 8 割が「そう思う」、「ややそう思う」という意見であった。 

○課題・目的に関する意見は 97 あり、うち約 5 割が移動性に関する意見であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ワークショップの実施結果】 

 

図 3-6(2) 地域とのコミュニケーション（フェーズⅠ） 
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地域とのコミュニケーション（フェーズⅠ） 

 

【意見要旨（その 1）】 

オープンハウスやワークショップ、WEB アンケート、企業ヒアリング等、様々なコミュニケ

ーションを通じて約 2,500 件のご意見が寄せられた。 

「意見要旨」は、同じ主旨のご意見は同じ意見要旨として集約し、意見数の多寡ではなく、

少数であっても異なるご意見はひとつの「意見要旨」として整理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-6(3) 地域とのコミュニケーション（フェーズⅠ） 
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地域とのコミュニケーション（フェーズⅠ） 

 

【意見要旨（その 2）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-6(4) 地域とのコミュニケーション（フェーズⅠ） 
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地域とのコミュニケーション（フェーズⅡ） 

◆調査概要 

複数案（ルート・構造）、評価指標（案）について情報提供し、意見把握を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-7(1) 地域とのコミュニケーション（フェーズⅡ） 
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地域とのコミュニケーション（フェーズⅡ） 

◆調査結果 

【ワークショップの実施結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-7(2) 地域とのコミュニケーション（フェーズⅡ） 
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地域とのコミュニケーション（フェーズⅡ） 

 

【意見要旨（その 1）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-7(3) 地域とのコミュニケーション（フェーズⅡ） 
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地域とのコミュニケーション（フェーズⅡ） 

 

【意見要旨（その 2）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-7(4) 地域とのコミュニケーション（フェーズⅡ） 
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地域とのコミュニケーション（フェーズⅡ） 

 

【意見要旨（その 3）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-7 (5) 地域とのコミュニケーション（フェーズⅡ） 
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地域とのコミュニケーション（フェーズⅡ） 

 

【意見要旨（その 4）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-7(6) 地域とのコミュニケーション（フェーズⅡ） 
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3.3.2 位置等に関する複数案の設定についての考え方 

本事業に係る計画段階配慮事項についての検討にあたっては、事業実施想定区域の位置

又は規模に関する複数の案（以下、「複数案」という。）を適切に設定する必要があります。

複数案としては、一般国道 6 号小美玉道路（仮称）の課題・目的を踏まえて設定します。 

 

3.3.3 複数案のルート選定の考え方 

複数案のルート選定にあたっては、本事業に必要な道路の機能、ルート帯・主たる構造

を検討する際の前提条件を踏まえ、図 3-8 に示す 2 案を選定しました。 
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出典：「関東地方小委員会資料」（国土交通省関東地方整備局） 

図 3-8 ルートの概要 
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3.3.4 比較評価結果 

関東地方小委員会において、意見聴取の結果（ルート帯案に関すること）のまとめ、

複数案の比較評価を行いました。複数案の比較評価は表 3-2 に示すとおりです。 

比較評価の結果【Ｂ案】バイパス案は、【Ａ案】現道拡幅案に比べ、「混雑の緩和」、

「物流の効率化」、「空港アクセスの円滑化」、「災害に強い緊急輸送道路の確保」、「救

急医療施設への搬送時間の短縮」、「沿道環境の改善」、「効果発現」といった面で優れ

ています。 

以上を踏まえ図 3-9 に示すとおり、対応方針（案）を示しました。
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表 3-2 複数案での比較評価の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「関東地方小委員会資料」（国土交通省関東地方整備局） 
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出典：「関東地方小委員会資料」 

（国土交通省関東地方整備局）を一部加工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 3-9 対応方針（案） 
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3.3.5 計画段階環境配慮書以降環境影響評価方法書までの経緯 

関東地方小委員会での有識者や地域住民・企業等の意見を踏まえ、事業予定者※（国

土交通省 関東地方整備局）が計画段階環境配慮書（以下、「配慮書」といいます。）

を作成し、令和 5 年 9 月 26 日の国土交通大臣意見をもって、配慮書手続きを完了しま

した。その後、計画段階評価の手続きにおいて、複数案としていたルート帯のうち、

バイパス（一部現道拡幅）案を対応方針として決定しました。選定した理由は、以下

に示すとおりです。 

※上記、事業予定者は「概略計画の検討を実施した主体」です。 

 

＜選定した理由＞ 

・ バイパス（一部現道拡幅）案は、千代田石岡バイパス終点部から一般国道 6 号巴

川渡河部付近までを沿道からのアクセス制限を基本としたバイパスとし、茨城町

との市町境まで、一般国道 6 号を 4 車線現道拡幅した案である。 

・政策目標である混雑の緩和、物流の効率化、空港アクセスの円滑化、災害に強い

緊急輸送道路の確保、救急医療施設への搬送時間の短縮を図るとともに、沿道環

境の改善に寄与する道路である。 

また、家屋への影響、経済性の面でも優れており、意見聴取で得られた地域のニ

ーズにも応えられる。 


